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平
成
29
年
分
所
得
の
申
告
受
付

問
税
務
課

　
　
　
撒（
57
）４
１
２
２

　　
２
月
16
日（
金
）
か
ら
３
月
15
日

（
木
）の
間
、
役
場
新
館
２
階
大
会
議

室
に
お
い
て
、
平
成
29
年
分
所
得
の

申
告
受
付
を
い
た
し
ま
す
。
今
年
も

地
区
ご
と
の
日
程
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

申
告
の
必
要
が
あ
る
方
は
ご
準
備
く

だ
さ
い
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
報
の

ぎ
２
月
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

問
栃
木
税
務
署

　
撒
０
２
８
２（
22
）０
８
８
５

興
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　
２
月
16
日（
金
）〜
３
月
15
日（
木
）

興
贈
与
税

　
２
月
１
日（
木
）〜
３
月
15
日（
木
）

興
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　
　
　
　
　
　
　
〜
４
月
２
日（
月
）

　
税
務
署
の
閉
庁
日
（
土
・
日
曜
日
・

祝
日
）
は
相
談
及
び
受
付
は
行
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
申
告
書
は
郵
便
や

信
書
便
に
よ
る
送
付
又
は
税
務
署
の

時
間
外
収
受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
還
付
申
告
の
方
は
、
２
月
15
日

　（
木
）以
前
で
も
申
告
書
を
提
出
す

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

怯
申
告
書
・
決
算
書
等
の
作
成
は「
確

　
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
外

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用

い
た
だ
く
と
自
宅
等
で
確
定
申
告
書

が
作
成
で
き
ま
す
の
で
、
書
面
で
印

刷
し
て
送
付
・
ｅ
�
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信

（
事
前
準
備
が
必
要
）
の
い
ず
れ
か

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

怯
栃
木
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
は

　「
栃
木
商
工
会
議
所
大
ホ
ー
ル
」
で
す
。

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
、
贈
与
税
、
個
人
事
業

者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申

告
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、

長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
は
ご
自
分
で

作
成
し
て
、
で
き
る
だ
け
お
早
め
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
土
・
日
曜
日
は
開
設
し
て
お
り
ま

　
せ
ん
。

※
開
設
期
間
中
は
栃
木
税
務
署
庁
舎

　
で
は
申
告
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま

　
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
で
は
現
金
納
付
の
窓
口

　
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
栃
木
商
工
会
議
所
へ
の
直
接
の
お

　
問
合
わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
の
駐
車
場
は
、
混
雑
が

　
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
車
で
の

　
ご
来
場
は
な
る
べ
く
ご
遠
慮
く
だ

　
さ
い
。

　

怯
税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
無
料
相

　
談
に
つ
い
て

　
各
税
理
士
事
務
所
に
お
い
て
所
得

税
の
確
定
申
告
に
関
す
る
相
談
を
無

料
で
行
い
ま
す
。
税
理
士
会
栃
木
支

部
へ
事
前
に
お
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

相
談
日

　
２
月
７
日（
水
）

※
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
料
金
が
か

　
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

　
申
し
込
み
の
際
に
税
理
士
事
務
所

　
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お知らせ

怯
社
会
保
障
・
税
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

　
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

【
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
制
度
】

　
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
分
野

に
お
い
て
、
行
政
手
続
の
効
率
性
・

透
明
性
を
高
め
、
国
民
に
と
っ
て
利

便
性
の
高
い
公
平
・
公
正
な
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
社

会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
や
贈
与
税
の
申
告
書
の

提
出
の
際
に
は
、

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
12
桁
）の
記
載
が

必
要
で
す
！

　
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
写
し

の
添
付
が
必
要
で
す
！

【
本
人
確
認
（
番
号
確
認
及
び
身
元

確
認
）
を
行
う
と
き
に
使
用
す
る
書

類
の
例
】

例
１

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番
号
確

　
認
と
身
元
確
認
）

例
２

　
通
知
カ
ー
ド
（
番
号
確
認
）

　
＋
運
転
免
許
証
、
公
的
医
療
保
険

　
の
被
保
険
者
証
な
ど（
身
元
確
認
）

※
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族

　
の
方
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

　
は
写
し
の
提
出
は
不
要
で
す
。

税務署による
申告相談

税理士会による
申告無料相談

会場 栃木商工会議所大ホール
（栃木市片柳町２丁目１番４６号）

開設
期間

2月１６日（金）
　～３月１５日（木）

2月１６日（金）
～３月１２日（月）

受付
時間 ９時～１６時 ９時～１６時
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お知らせ
怯
医
療
費
控
除
に
関
す
る
明
細
書
の

　
提
出
義
務
化
に
つ
い
て

【
医
療
費
控
除
を
適
用
さ
れ
る
方
へ
】

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

医
療
費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が
不

要
と
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り

に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添

付
が
必
要
と
な
り
、
税
務
署
か
ら
記

入
内
容
の
確
認
を
求
め
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
領
収
書
は
５
年
間
保

存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
提
出
が
不
要
と
な
る
領
収
書
に
は
、

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必

　
要
な
医
師
等
が
発
行
し
た
証
明
書

　
は
除
き
ま
す
（
例
：
お
む
つ
使
用

　
証
明
書
、
在
宅
介
護
費
用
証
明
書

　
な
ど
）。

※
平
成
31
年
分
の
確
定
申
告
ま
で
は
、

　
従
来
ど
お
り
領
収
書
の
添
付
又
は

　
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

怯
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

　
に
つ
い
て

【
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
】

　
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予

防
と
し
て
一
定
の
取
組
を
行
う
方
が
、

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費（
※
）

を
支
払
っ
た
場
合
は
、
通
常
の
医
療

費
控
除
と
の
選
択
に
よ
り
、
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
よ
る
医

療
費
控
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、

①
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
の
明
細
書
」
の
提
出
及
び
②
適
用

を
受
け
る
年
分
に
お
い
て
一
定
の
取

組
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

※
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
と

　
は
、
医
師
に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る

　
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
）
か
ら

　
薬
局
な
ど
で
購
入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ

　
医
薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品

　（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）
の

　
購
入
費
を
い
い
ま
す
。

怯
公
的
年
金
等
受
給
者
に
係
る
確
定

　
申
告
不
要
制
度
に
つ
い
て

【
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
へ
】

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
と
き
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い

　
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
申

　
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
や

　
確
定
申
告
書
の
提
出
が
要
件
と

　
な
っ
て
い
る
控
除
（
例
え
ば
、
純

　
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控
除
な

　
ど
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

　
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
と
な

　
り
ま
す
。

※
平
成
27
年
分
以
後
は
、
外
国
の
制

　
度
に
基
づ
き
国
外
に
お
い
て
支
払

　
わ
れ
る
年
金
な
ど
源
泉
徴
収
の
対

　
象
と
な
ら
な
い
公
的
年
金
等
を
受

　
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
こ
の
制
度

　
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

怯
復
興
特
別
所
得
税

【
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
す

べ
て
の
方
へ
】

　
確
定
申
告
書
へ
の
復
興
特
別
所
得

税
額
の
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま

で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税

と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告

及
び
納
付
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年

分
の
基
準
所
得
税
額
（
原
則
と
し
て
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）に
２
．１
％

の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で

す
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
１
月
１
日
か
ら

平
成
49
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
生

ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
源
泉
所
得
税

が
徴
収
さ
れ
る
場
合
に
は
、
復
興
特

別
所
得
税
が
併
せ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

怯
還
付
金
の
受
取
方
法
に
つ
い
て

　
還
付
さ
れ
る
税
金
が
あ
る
と
き
は
、

確
定
申
告
書
の
「
還
付
さ
れ
る
税
金

の
受
取
場
所
」
欄
に
、
振
込
先
金
融

機
関
名
、
預
貯
金
の
種
別
及
び
口
座

番
号
を
正
確
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
振
込
先
の
預
貯
金
口
座
は

ご
本
人
名
義
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

怯
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
に
つ
い
て

　　
平
成
29
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
は
、
２
月
１
日（
木
）か
ら
３
月

15
日（
木
）ま
で
で
す
。

　
納
税
に
つ
い
て
は
、
贈
与
税
額
が

10
万
円
を
超
え
、
か
つ
期
限
内
に
納

付
が
で
き
な
い
と
き
は
、
申
請
に
よ

り
担
保
を
提
供
し
て
５
年
以
内
の
年

賦
で
納
め
る
延
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
所
定
の
割
合
で
利
子
税

が
か
か
り
ま
す
。

怯
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方

　
消
費
税
の
申
告
と
納
税
に
つ
い
て

　
平
成
29
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

と
納
付
期
限
は
、
４
月
２
日（
月
）で

す
（
振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
４

月
25
日（
水
）が
振
替
日
で
す
。）。


